
令和　　　年　　月　　日

控除対象寄附金指定申請書
（宛先）　広島市長
広島市市税条例第３４条の６第１項第３号に該当する寄附金として指定を受けるため、同条第３項の規定に基づき申請します。

１　申請者

	主たる事務所の所在地（住所）及び電話番号
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)

	
	所 在 地　〒　 　　－
電話番号　（　　　　）　　　　－　　　　　

	名称（氏名）
及び法人番号
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)

	
	名　　称


法人番号　

	代表者の氏名
	(ﾌﾘｶﾞﾅ)

	
	

	広島市内における事務所その他の施設の所在地、名称及び電話番号
	所 在 地　〒　 　　－
名　　称

電話番号　（　　　　）　　　　－　　　　　　

	担当者連絡先
	所 在 地　〒　 　　－

担当者名　
電話番号　（　　　　）　　　　－　　　　　


２　指定を受けようとする寄附金

	適用条項

（該当の条項に☑してください。）
	□　所得税法第７８条第２項第２号

□　所得税法第７８条第２項第３号

□　所得税法第７８条第３項

□　租税特別措置法第４１条の１８の２第２項

	寄附金の

募集期間等
	平成

令和
	　　年　　月　　　日から　令和　　年　　　月　　　日　まで

	
	＊申請者が学校法人、認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人の場合に記載してください。

	寄附金の募集の目的及び使途
	

	法人又は団体が現に行っている事業の概要
	＊事業報告書の写しなど事業の概要が分かる書類の写しで代えることができます。


３　添付書類（全て写し可）
　⑴　共通書類

ア　定款又は寄附行為

イ　法人登記（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書）

　⑵　指定を受けようとする寄附金の適用条項に応じ、提出する書類

ア　所得税法第７８条第２項第２号に該当するもの
所得税法（昭和４０年法律第３３号）第７８条第２項第２号に規定する財務大臣の指定を受けたことを証する告示
　イ　所得税法第７８条第２項第３号に該当するもののうち、所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定する独立行政法人

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２８条第１項に規定する主務大臣の認可を受けたことを証する書類

　ウ　所得税法第７８条第２項第３号に該当するもののうち、所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人

寄附金の募集期間を証する書類
エ　租税特別措置法第４１条の１８の２第２項に該当するもののうち、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第３項に規定する認定特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法第４４条第１項の認定を受けたこと及びこの認定の有効期間を証する書類

オ　租税特別措置法第４１条の１８の２第２項に該当するもののうち、特定非営利活動促進法第２条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法人

特定非営利活動促進法第５８条第１項の特例認定を受けたこと及びこの特例認定の有効期間を証する書類


所得税法第７８条第２項第３号に該当するもののうち、次に掲げる法人については、３⑴の共通書類以外の書類の添付は不要です。

１　地方独立行政法人（所得税法施行令第２１７条第１号の２）
２　自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社（所得税法施行令第２１７条第２号）

３　公益社団法人及び公益財団法人（所得税法施行令第２１７条第３号）

４　社会福祉法人（所得税法施行令第２１７条第５号）
５　更生保護法人（所得税法施行令第２１７条第６号）
（表）
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（裏）








